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令和５年12月26日
金融庁

「企業内容等の開示に関する留意事項について（企業内容
等開示ガイドライン）」の改正（案）に対するパブリック
コメントの結果等について

金融庁では、「企業内容等の開示に関する留意事項について（企業内容等開示ガイドライン）」の改正（案）
につきまして、令和５年11月６日（月曜）から同年12月５日（火曜）にかけて公表し、広く意見の募集を行いま
した。

その結果、５の個人及び団体より延べ13件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様
には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙１を御覧くださ
い。

具体的な改正の内容については、別紙２を御参照ください。

総額１億円以上の有価証券の募集又は売出しを行う際には、有価証券届出書の提出が必要とされておりま
す。他方で、株式報酬として交付される株式が譲渡制限付である場合（※）については、有価証券届出書の提
出を不要とし、臨時報告書の提出で足りるとする特例が設けられております。

本改正は、当該株式報酬について、発行会社の株式報酬規程やRSの割当契約等に、
・　取締役等の死亡その他正当な理由による退任又は退職
・　発行会社の組織再編成等
といった事由が生じた際、譲渡制限を解除する旨の条項が含まれている場合であっても、当該特例の譲渡制限
期間の要件を満たし、有価証券届出書の提出が不要であることを、企業内容等開示ガイドラインにおいて明確
化する改正を行うものです。

※　いわゆる譲渡制限付株式（RS：Restricted Stock）

本件のガイドラインは、本日付で適用されました。

お問い合わせ先

金融庁　Tel：03-3506-6000（代表）
企画市場局企業開示課（内線5509、3846）

１．改正の概要　

２．適用日　

（別紙１） 企業コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方

（別紙２） 企業内容等の開示に関する留意事項について（企業内容等開示ガイドライン）新旧対照表
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